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「安心と希望の医療確保ビジョン」 ＜報告書続き＞ 
 

(１) 医師数の増加 
◆ 医師養成数の増加･･･「医師の需給に関する検討会報告書」(平成 18 年 7 月)では、2004 年の医師数について、医師の勤務時

間の現状とあるべき姿とのギャップを「不足医師量」とすると、2004 年においては 9000 人が不足し、将来的には 2022 年に需給

が均衡するとされている。一方、医師の需給については、様々な要因が関係しており、医師不足問題に対し主に医学部の定員

増で対応した場合、効果が現れるまでに長期間かかるため、同時に短期的な施策の検討も必要である。現状において、医師の

勤務状況は過重となっており、適正な勤務状況における必要な医療提供体制を確保するため、総体として医師数を増やす方向

とし、同時に医師養成環境の整備を行う。医学部の定員については、平成 9 年 6 月 3 日の閣議決定「財政構造改革の推進につい

て」における、「医療提供体制について、大学医学部の整理・合理化も視野に入れつつ、引き続き、医学部定員の削減に取り組

む。」とされていたが、既に、「新医師確保総合対策」(平成 18 年)と「緊急医師確保対策」(平成 19 年)によって医師養成の前倒

しという方針の下で最大 395 名の増員が可能となっている。さらに、今回、現下の医師不足の状況にかんがみ、従来の閣議決定

に代えて、医師養成数を増加させる。 

◆ コメディカル雇用数の増加･･･患者・家族にとって最適の医療を効率的に提供する観点から、今後、職種間の役割分担と協働

に基づくチーム医療を推進していくことが求められるが、その際には、個々の現場でそうした役割分担を進めるための十分な

人員を確保できるよう、看護師をはじめとしたコメディカルの雇用数を増加させる。 

◆ 総合的な診療能力を持つ医師の育成･･･医師の専門分化が進む中、内科、小児科、救急から末期がん、認知症、看取りまで

患者の全身の状態を踏まえた診療を行う観点から、総合的に患者を診る能力を有する医師の育成を支援する。 

◆ 臨床研修制度の見直し･･･平成16年に必修化された現在の臨床研修制度については、これまでの実施状況を踏まえ、医師不

足問題がより深刻な診療科や地域医療への貢献を行う臨床研修病院等を積極的に評価するとともに卒前教育や専門医制度との

連携を深める。また、臨床研修病院等における研修の見直しなどを行いつつ、研修医の受入れ数の適正化を図る。 

◆ 歯科医師の養成･･･＜略＞ 

(２) 医師の勤務環境の改善 
ア 女性医師の離職防止・復職支援･･･＜略＞ 

イ 医師の多様な勤務形態･･･医師のワーク・ライフ・バランス等に配慮し、特定の医師に過剰な負担を掛けることがないよう

にする。例えば、公務員である医師を含め、例えば週のうち数日は地方の医療機関で勤務するなど非常勤医師の活用により地

域医療を支える多様な勤務形態の導入、コメディカルの活用も含めたチーム医療の徹底、交替勤務制の導入促進などを図る。

また、産科医療補償制度の早期実現や、医療事故における死亡の原因究明・再発防止を図る仕組みの構築など医療リスクに対

する支援体制の整備を進めることにより、医療の透明性の確保や医療に対する国民の信頼の回復につなげるとともに、医師等

が萎縮することなく医療が行える環境の整備を進めることが重要である。 

(3) 診療科のバランスの改善等 
医師数の診療科間の適正なバランスを確保するためには、医師総数の増加を前提とする必要がある。その上で、過酷な勤務

環境や訴訟リスク等の要因を取り除いていくことが重要である。＜中略＞また個々の病院において実態に見合った適正な医師

数を確保するよう、必要医師数の算定方式の見直しを含め、医療法標準を見直す。 

(４) 職種問の協働・チーム医療の充実 
職種間での協働とチーム医療の充実を進める際に当たっては、それぞれの職種が、互いに専門性を尊重しつつ、情報の共有

を効率的に行うことにより緊密な連携を充実させ協働関係を築くことで、病院勤務医の過重労働の解消を図りながら、全体と

して患者・家族、医療従事者もともに安全と安心・納得を生み出すという視点が重要である。 

ア 医師と看護職との協働の充実･･･「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成19年12月28

日医政局長通知。以下「役割分担通知」という。)で示したように、各職種に認められている業務範囲の下での業務を普及する。

また現場の看護師が専門看護師、認定看護師の取得を促進する施策を講じ、その普及・拡大に努める。さらに、医師・看護師

がそれぞれの専門性を情報共有や会議等を通じて十分に発揮するとともに、効率的な医療の提供に資するため、チーム医療に

よる協働を進める。その際、これからの看護師には、医師や他のコメディカル、他の職員等や患者・家族とのコミュニケーシ

ョンを円滑にする役割等が求められるほか、在宅や医療機関におけるチーム医療の中で、自ら適切に判断することのできる看

護師の養成が必要であることなどから、看護基礎教育の内容及び就労後の研修を充実するとともに、教育の方法や内容、期間

について、将来を見渡す観点からの望ましい教育の在り方に関する抜本的な検討を進める。＜以下略＞ 

イ 医師と歯科医師・薬剤師等との協働の充実･･･摂食・嚥下機能等人ノマの生活の基本を支える歯科医療においても、チーム医

療の下で、歯科医師や歯科衛生士等歯科医療関係職種と、医師や看護師等との連携を進める。医療機関に勤務する薬剤師がチ

ーム医療の担い手として活動するために、病棟等での薬剤管理や、医師・看護師と患者・家族の間に立ち服薬指導を行うなど

の業務の晋及に努める。また、医薬品の安全性確保や質の高い薬物療法への参画を通じ医師等の負担軽減に貢献する観点から、

チーム医療における協働を進めるとともに、資質向上策の充実も図る。 

ウ 医師とコメディカルとの協働の充実･･･臨床検査技師や臨床工学技士の積極的な活用を図るととともに、医師と作業療法士、理

学療法士等のコメディカルとの協働を進めるなど、多職種連携によるチーム医療の普及に努める。 

エ 医師・看護職と看護補助者・メディカルクラーク等との協働の充実･･･患者・家族に最適なサービスを提供する観点から、役割分

担通知で示したような物品補充、患者の移動などの看護職と看護補助者の役割分担を進める。また、チームケアに関する看護

職や介護職への教育、研修等も含め、看護職と介護職との協働を進める。メディカルクラーク(医師事務作業補助者、医療秘書

など)については、書類記載、オーダリングシステムヘの入力などの役割分担を推進するとともに、資質向上の方策について検

討する。また、医師等と患者側のコミュニケーションの仲立ちをし、十分な話し合いの機会を確保するといった業務を担う人

材の育成が必要である。＜以下略＞                                   ＜了＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


